
鎌倉市の総合計画について

第１回鎌倉市総合計画審議会

（令和６年（2024年）１月31日）

鎌倉市共生共創部企画課
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資料１
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平成24年（2012年）６月29日 鎌倉市総合計画条例施行

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
(1) 総合計画 基本構想、基本計画及び実施計画を総称する。
(2) 基本構想 まちづくりの基本理念並びに将来都市像とその実現に向けた将
来目標及びその方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための政策又は施策の体系及びその方針を
示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画で示される方針を計画的かつ効果的に実施していくた
めの具体的な事業概要を示すものをいう。

〇 鎌倉市総合計画条例（１）
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（計画の策定）
第３条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定す
るものとする。
（市政運営の基本方針）
第４条 市は、その事務を処理するに当たっては、基本構想に即して行うものと
する。
（議会の議決）
第９条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の
議決を経るものとする。

〇 鎌倉市総合計画条例（２）

平成24年（2012年）６月29日 鎌倉市総合計画条例施行



昭和55～60年 昭和61～70年

第１次総合計画 第２次総合計画
第３次総合計画

基本計画
前期

基本計画
後期

基本計画
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〇 鎌倉市の総合計画の変遷
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基本構想

基本計画

実施計画

平成８年（1996年）度～令和７年（2025年）度

・基本理念
・将来都市像と将来目標
・基本構想の基礎的な指標
・基本構想の実現に向けて（基本方針）

第１期 平成８年（1996年）度～平成17年（2005年）度
第２期 平成18年（2006年）度～平成27年（2015年）度
第３期 平成26年（2014年）度～令和元年（2019年）度
第４期 令和２年（2020年）度～令和７年（2025年）度

・基礎条件
・分野別の方針

〇 第３次鎌倉市総合計画
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〇 第４期基本計画（１）
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〇 第４期基本計画（２）
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・行政評価での出来事

…内部評価での意見（一例）
各事業が計画に掲げる『目標とするまちの姿』の実現に貢献しているか

という視点に対する評価において
「それぞれの事業が全てよく貢献している。」
「目標とするまちの姿に貢献していない事業はない。」

…外部評価での指摘（一例）
「『目標とするまちの姿』と『実施内容』の関係性、記述内容が理解しにく

かったり、指標の設定に関して説明力が欠けるものがある。」

〇 現在の鎌倉市総合計画の問題点（１）
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・30年前に策定した基本構想における将来都市像と将来目標

例：都市環境の保全・創造するまち
(1) みどりの保全・創造・活用を図ります

市民・滞在者・事業者などの参加・協力のもと、自然環境を基本にしたみどりのネットワーク
を広げ、地域の特性を生かしながらうるおいとやすらぎのあるまちをめざします。

(2) 省資源・循環型社会をめざします
良好な生活環境の確保、美しい海岸、古都の風情の保全のため、市民・滞在者・事業者・行政

が一体となって省資源・リサイクルを進め、循環型社会をめざします。
(3) 鎌倉らしい都市景観をつくりだします

地域の個性を尊重した都市景観を守り、育て、つくることにより、快適で、魅力的、鎌倉らし
い都市空間の創造を進めます。

〇 現在の鎌倉市総合計画の問題点（２）
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・30年前の基本構想の「将来都市像と将来目標」
…“細かな記載”
↓

10年ごとに見直しを行う基本計画で分野別の方針を掲げ直す際にも、
基本構想の「将来都市像と将来目標」に反しない範囲での見直し。

＝計画上整合が図られている文書の作成
基本計画の目標（分野別の方針＝目標とするまちの姿）を漠然なものに
↓
どの事業のどういった取組が「目標とするまちの姿」に近づいているかが
測れない！

⇒総合計画の形骸化！

〇 現在の鎌倉市総合計画の問題点（３）



・人口増加を抑制し、適度な都市規模を維持
・生活に必要な公共施設（インフラ）等の計画的整備
道路・公園・下水道・学校・文化施設・住宅・公民館
・緑や文化財など鎌倉固有の魅力を維持
・年間2,000万人を超える観光客への対応
・慢性的な渋滞対策

・少子化及び高齢化への対応
・人口増加時期に整備した公共施設・社会インフラの維持
・災害対策（地震・津波・異常気象など）
・高齢化進行が著しい郊外住宅団地（スポンジ化）の再生

未経験の課題
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〇 鎌倉市を取り巻く課題



鎌倉市

策定委員会

総合計画審議会
（附属機関）

鎌倉市議会

市民評価委員会
（私的諮問機関）

総合計画専門委員

助言

外部評価 諮問
答申

提案

〇 鎌倉市総合計画策定に向けた体制


